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寄居町教育委員会 

  



令和５年寄居町教育委員会 第１０回 定例会議事録 

 

招 集 期 日 令和 ５年１０月２７日 

招 集 場 所 鉢形城歴史館 講座室 

開 会 閉 会

の 日 時 

開会 １０月２７日 午後 ３時００分 

閉会 １０月２７日 午前 ４時４０分 

 

出席委員 

教 育 長    関根 光男（議長）

  教育長職務代理者    清水 幸三郎 

  委 員    小林 央子 

  委    員    杉田 佑美 

  委 員    関根 薫 

出席職員 

 教育総務課長    大野 芳春    

 生涯学習課長    黒瀨 浩史    

 教育指導課長    塩川 和之    

 教育総務課主査    倉田 勉 

 教育総務課主事    坂本 弘之 
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日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 

 

 

 

 

 

 

前回議事

録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署

名委員の

指名につ

いて 

 

教育長報

告につい

て 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

○関根教育長 

令和５年第１０回定例会の開会を宣言します。 

議事日程を朗読願います。 

 

○大野教育総務課長 

議事日程を朗読する 

 

○関根教育長 

 日程第１ 令和５年第９回定例会の議事録については、事務

局より各委員に事前配布してあります。内容等について何かご

ざいますか。 

 

○大野教育総務課長 

記述に係る変更について説明 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

なしの声により承認いただきましたので、前回署名委員とし

て指名された委員は署名をお願いします。 

【第９回定例会署名委員：小林委員・杉田委員】 

 

○関根教育長 

次に日程第２ 議事録の署名委員を指名いたします。 

清水委員、関根委員を指名します。 

 

 

○関根教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１ 学校等の様子について 

２ 令和５年度第５回北部地区教育長会議について 

３ 令和５年度埼玉県町村教育長会議第２回協議会について 

４ 令和５年度第６回町内定例校長会について 

 

○関根委員 

 １０月２０日の臨時校長会において、定年延長に係る情報提

供を行ったとの報告がありました。今後どのように定年が延長

されるのか具体的に教えてください。 
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日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第３２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

 今年度５９歳・６０歳の教員は６１歳まで定年延長。その後、

２年間で 1歳ずつ６５歳まで定年が延長されることになります。 

 定年延長に係る校長・教頭・教諭についての任用法について

説明 

 

○大野教育総務課長 

 町職員課長職については、役職定年となり主査扱いになりま

す。経過措置期間については６５歳定年完了するまでは、退職

金は減額されないと聞いています。 

 

○小林委員 

 学校でのコロナウィルス感染状況は分かりましたが、インフ

ルエンザウィルスの現状について伺います。 

 

○関根教育長 

 インフルエンザについては、９月に学級閉鎖と学年閉鎖で２

件。１０月には、学年閉鎖が 1件、学級閉鎖が３件ありました。 

 学級閉鎖時等のリモート授業は実施しています。 

 

○関根教育長 

日程第４ 議案第３２号 専決処理の承認を求めることにつ

いて を議題といたします。 

この議案は人事案件となりますので、非公開といたしますが

よろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

了承 

 

○関根教育長 

それでは非公開といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【非公開部分につき審議内容省略】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○関根教育長 

議案第３２号につきましては、原案を承認いたします。 
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日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

日程第５ 諸報告に入ります。教育総務課から報告をお願い

します。 

 

○大野教育総務課長 

１ 学校情報機器の更新について 

２ 小中学校照明ＬＥＤ化事業の完了について 

３ ワークショップ会議（城南中学校区小中学校集約化検討事

業）について 

４ 工事費の支払いについて 

（１） 寄居中学校正門改修工事 

（２） 学校給食センター 真空冷却機購入 

 

○塩川教育指導課長 

１ 町委嘱人権教育研究発表会について 

２ より・Ｅ土曜塾及びより・Ｅ土曜塾の参加率について 

 

○黒瀨生涯学習課長 

１ 子どもギネス事業「新体力テストをがんばろう！」集計結

果について 

２ 第６９回寄居町駅伝競走大会の開催について 

 

○杉田委員 

 学校情報機器の更新に関して、連絡ツールのテトルの導入状

況を教えていただきたい。また、現在、用土小学校ではタブレ

ット連絡帳で宿題等を見たりしていますが、そのほかの学校の

導入状況はどうなっていますか。  

 

○大野教育総務課長 

 導入状況につきましては、各校におきまして設定は完了して

おり、１１月から全校で使用されるようお願いしております。

早い学校では、すでに１０月中に連絡を受け付けているとのこ

とですが、基本的には１１月から本格導入となる予定です。 

 

○塩川教育指導課長 

連絡帳でのタブレットの使用につきましては、用土小学校で

全クラス使用していただいております。他校ではまだ始まって

おりません。 
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日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

タブレット使用については今後どのように使っていくかを検

討しているところです。 

 

○関根教育長 

次に１０月２８日から１１月末までの行事予定を別紙により

報告を願います。 

 

○大野教育総務課長・塩川教育指導課長、黒瀨生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する。 

 

○関根教育長 

日程第６ 協議事項に入ります。 

協議事項１ 令和５年度教育委員会の事務に関する点検・評

価報告書について 協議いたします。事務局より説明をお願い

します。 

 

○大野教育総務課長 

内容説明を行う 

 

○清水委員 

内容について指摘・意見あり 

 

○関根教育長 

協議事項１については、頂いたご意見を踏まえて修正し、来

月の定例会で議案として上程いたしますのでよろしくお願いい

たします。 

 

○関根教育長 

続きまして、協議事項２ 委員提案の協議事項について、委

員さんから何かございますか。 

 

○委員全員 

 なし 

 

○関根教育長 

続きまして、協議事項３ 次回定例会の日程について協議を

お願いします。 
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閉 会 

○委員全員 

協議を行う 

 

○関根教育長 

協議の結果、次のとおり令和５年第１１回定例会は、令和５

年１１月２４日（金）１５時００分より行います。 

 

○関根教育長 

以上をもちまして、本日の委員会は閉会といたします。 

 


